
スマートフォンの利用率は84.4％でした。70歳以上のスマートフォン利用率も50％を超え、
すべての年代に広く普及していることがわかりました。

●普段使っているインターネットが利用できる情報機器 ●年代別スマートフォン利用率
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1位 行政手続きの
オンライン化 53.3％

2位
マイナンバーカード
などを利用した
書かない窓口の導入

37.6％

3位
窓口での
キャッシュレス決済の
導入

33.5％

4位
デジタル機器に
不慣れな人への対策
（デジタルデバイド対策）

32.4％

5位 情報セキュリティ対策 29.6％

1位
日
ひ よ
除け、ベンチなどの
休める場所を
増やしてほしい

56.9％

2位
レストラン、カフェなどの
飲食店や売店を
設置してほしい

32.5％

3位 ボール遊びができる
広場がほしい 23.6％

4位
虫取りなどができる
自然豊かな公園を
作ってほしい

20.3％

5位 自動販売機を
設置してほしい 19.4％

1位 南北の移動 37.2％

2位 公共交通機関の混雑 29.9％

3位 特に不便や不満は
感じない 28.2％

4位 東西の移動 15.3％

5位 区内公共施設への移動 12.9％

さまざまな要望も届いています

皆さんにより身近な項目も調査！

スマートフォン利用率

デジタル化を進めてほしいことは？ どんな公園がほしい？ 不便や不満なことは？
公共交通機関について

スマートフォン
パソコン
タブレット端末
携帯電話
（スマートフォンを除く）
その他
利用していない・
持っていない

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

子育て・教育 このほかの記事は6面こうとうインフォメーションに掲載

　居場所は、誰かが決めるものではなく、あなたが「ここが安心できる」と感じられる場所。「居場
所があると、人はどう変わるの？」「親子にとって大切なつながりって何だろう？」。不登校の子
育て経験を通して、あなたやお子さんの「心がほっとする場所」を見つけるヒントを講演します。
居場所関係者によるトークセッションも行います。 
日2月14日㈯13：00～15：00
場江東区文化センター　定30人（申込順）
講早川美沙子（保育士・社会福祉士）
申2月3日㈫～10日㈫に電話またはメールに6面申込記入例の①②④と⑤オンライン参加の場合
はメールアドレス⑥講師に聞いてみたいこと⑦あなたの居場所はどこかを記入し、こうとう
ゆーすてっぷへ
☎080-9434-6949（火～金曜13：00～17：00） koto-youstep@outlook.jp
問青少年課青少年係☎03-3647-9813 FAX03-3647-8474

こうとうゆーすてっぷ（青少年相談）講演会　
「居場所ってなあに？  ～KOKOROに届ける、つながりのヒント～」　昨年大好評だった中高生世代向けのフェス「Teen’s Base」

を、今年も開催します。バンド演奏や、ギター・ダンス教室、VR
体験、メイク・ネイル体験コーナーなどイベントが盛りだくさ
ん！飲食コーナーも含め、無料で楽しめます。申込も不要です。
お友達と遊びにきませんか。詳細は区HPをご覧ください。
日2月11日（水・祝）13：00～16：00
場大島第二児童館、総合区民センター2階レクホール
対おもに区内在学・在住の小学6年生～高校生世代
定200人程度 申当日直接会場へ
問こども家庭支援課
こども家庭係
☎03-3647-9230 
FAX03-3647-9196

児童館中高生フェス「Teen's Base」開催！

　令和7年第4回区議会定例会が、11月27日～12月26日（会期30日間）に開かれました。今回の定例会で
は、「江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条
例」など18議案について審議され、原案どおり可決されました。可決された議案の内容は次のとおりです。

第4回
区議会定例会終わる

●予算案件（  1件）： 「令和7年度江東区一般会計補正予算（第4号）」
●条例案件（12件）： 「江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」など
●契約案件（  3件）： 「若洲公園整備事業（大型遊具）整備工事請負契約」など
●意 見 書 （  2件）： 「民泊に関する規制強化を求める意見書」など
問区議会事務局調査係☎03-3647-3548 FAX03-3647-0430

本会議の模様はインターネットで配信しています。スマートフォンなど
でも視聴可能です。ぜひご覧ください。

1面つづき

2 令和8年（2026年）1月21日号

こうとう区報12月21日号12面で案内した大島橋の車両通行止めは、関係機関協議等により開始時期を延期します。
開始時期が決まりましたら改めてお知らせします 問道路課橋梁係 ☎03-3647-9684 FAX03-3647-2126

大島橋架替工事
車両通行止め開始の延期


